
神奈川県新型コロナウイルス

感染症拡大防止協力金（第7弾）

1 申請受付期間

令和3年4月 1 日（木）～5月7日（金）

1神奈川県ホ ー ムペ ー ジ
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第7弾）について」

1 神奈川協力金第7弾 1-

最新の情報は、必ず県ホ ー ムペ ー ジをご確認いただくか、問合せ先 (P9) までお問合せください。
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※本手引きの情報は、令和３年３月30日時点のものです。



1．協力金（第7弾）とは？

申請

受付期間

神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある食品衛生
法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等に対して、時短営業を要
請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対し
て、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第7弾）」を交付します。

　令和3年4月 5 日（月） ～ 5 月 7 日（金）
＜郵送申請＞

令和3年4月 1 日（木） ～ 5 月 7 日（金）（当日消印有効）

※申請受付期間を超えた場合、受付はできませんので、あらかじめご承知おきください

1 店舗あたり墨大 124万円

①緊急事態宣言中：「時短営業した日数」×6万円を交付します。

②緊急事態宣言解除後：「時短営業した日数」×4万円を交付します。

ー

く電子申請＞



2．どんな店舗が対象なの？

一
1．県内にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗

である

2．令和3年3月5日より前に開業していて、営業の実態がある

3．令和3年3月5日より前に、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて

いる。また、当該許可の有効期限が令和3年3月31日以降である

4．令和3年3月5日より前から20時～5時の時間帯に営業していた

5．県の要請に協力し、緊急事態宣言中の令和3年3月8日～3月21日の間に、5時～20時の時短

営業（酒類の提供は11時～19時）、緊急事態宣言解除後の令和3年3月22日～3月31日の間に、 

5時～21時の時短営業（酒類の提供は11時～20時）又は休業をしている。また、時短営業の案

内を 店先などに掲示している

6．県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカ ー」を掲示

している

7.「マスク飲食」を推奨l,ている（第7弾から交付要件として追加）

県内にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗等ですか？

はい

食品衛生法に基づく飲食店営禦又は喫茶店営業の許可証を令和3年3月5日より前に取得していますか？

はい

令和3年3月5日より前に開集しており、
通常21時～5時の時閻帯に営業していましたか？

令和3年3月5日より前に開禦しており、
通常20時～5時の時閻帯に営禦していましたか？

.... はい

令和3年3月22日～3月31日における時短営業
要請の対象地域ですか？

.... はい

令和3年3月8日～3月21日の閾に、5時～20時の
時短営業（酒類の提供は11時～19時）をしましたか？
（※令和3年3月21日の時短営業は必須）

..., Itい

令和3年3月8日～3月31日の閻に以下のとおり
時短営禦をしましたか？

令和3年3月8日～3月21日：5時～20時の
時短営業（酒類の提供は11時～19時）

［令和3年3月22日～3月31日：5時～21時の
時短営業（酒類の提供は11時～20時）
（※令和3年3月31日の時短営業は必須）

いいえ

いいえ

巨
※通常21時～ 5時の時間帯に営業していない店舗は、緊急事態宣言解除後は時短営業要請の対象となりません。

・協力金は1店舗あたり最大84万円となります。
・営業許可証の有効期限が令和3年3月21日以降であることが必要です。

はい
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3.申請書はどう書くの？

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第7弾）

交付申請書 記入例③

4 時間短縮営業等を実施した店舗の情報 (1店編目）

【1店舗目】

酒屋カナガワ

平成 •G邑2三一年 4 月 1 日

※飲鯰成ま罪瞬切叫-和7年年月日を記してくだ迅'·

［横浜市］ 横浜市 00 指令第

[JII崎市］ 川崎市指令

123 号

第

［横須賀市］ 横斑串甘消玲 第

［上記3市以外］

号

号

号

〒 231 .J 8588 

神奈川県 横浜市中区日本大通1

ロ I 醗を饂していた

酒細していなかった

` 
l |

・ 当認苫紐の客席の「仕切り設匿」状況（※該当する数字にRO」を拉廊＼いたします．）

店彗所在地

アクリル板等琺財い物を設置していますか．

謳1① | C) 庶量している

2. 設置していない

笥①で「2」を選ん旭亜甘は何ですか． ぼ協回盃可）

1. アク1J几板力湮芦であるため

2. アク，）ル板の効果的な固配う法が不明のため

3. アク，）ル板の蕊置をすると芯群切ら湿眩得らわないため
酋問② 4. その他【具体的に記載してください｝

/

j

 

r

ノ

限では、アクリ）ば洞の無償祐出をしています口下言初克奈川↓轡クエブサイ図虹っ言ください。
URL : https://www.pref.kanc1gc1,wc1.jp/docs/z7a/musyou＿kashidashi.html 

侶ページにつづく）

3/S 

※時短営業した店舗の情

報(2店舗目以降）

対象店舗が2店舗以上あ

る場合、申請書の5~6

ペ ー ジを適宜コピ ー して

記入してください。

0本要請前の酒類提供の 

有無

本要請前の酒類提供の有 

無について、該当する項

目にチェック（りを記入

してください。

O 「仕切り設置」状況

当該店舗の客席への遮ヘい

物の設置状況について、該

当する項目に丸を付けてく

ださい。

※回答は必須ですが、回

答結果は協力金の交付に

は影響しません。
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6. よくあるお問合せ

QI 第6弾と第7弾の協力金との違いは何ですか？

Al 第7弾から新たに交付要件として「マスク飲食の推奨」を追加しており、 「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示が

            必要になりました。対象期間は3月8日～3月31日で対象地域は県全域です。緊急事態宣言中の3月8日～21日について

            は、時短営業の要請内容や対象店舗などは第6弾と基本的に同じです。緊急事態宣言解除後の3月22日～31日について

            は、5時～21時（酒類の提供は11時～20時）までの時短営業の要請となります。通常、21時～翌朝5時の時間帯に営業して

            いる場合、時短営業を開始した日から3月31日まで連続して時短営業していただく必要がありますので、ご注意ください。

           ただし、通常、21時～翌朝5時の時間帯に営業していない場合、3月22日～31日の間は、要請の対象外となりますので、時

           短営業を開始した日から3月21日まで連続して時短営業していただければ協力金の対象となります。

Q2 第7弾から Fマスク飲食」を推奨していること」が交付要件となったのはなぜですか？

A2 これまで、飲食店の皆さんには夜の営業時間の短縮をお願いしてきており、時短要請にご協力いただいた結果夜の感染リスク

は相当程度低くなったものの、昼間の飲食には制限がなく、対策が必要な状況でした。そこで、今回、新たに昼夜を問わない飲食

時における飛沫対策を徹底するため、飲食店の皆様には、利用客に「マスク飲食」を推奨していただくこととしました。

ヽ

Q3 店舗の営業委託を受けています。営業許可証の名義は委託元ですが、

営業委託を受けている者（委託先）が協力金を申請することはできますか？

A3 この協力金の申請者は、営業許可を受けた方としています。営業委託を受けている方（委託先）が

申請することはできません。

Q4 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している

店舗は、営業の形態や名称に関わらず、協力金の対象となりますか？

ヽ

A4 原則として協力金の対象となります。ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店・イートインスペース

のあるスーパーやコンビニ・キッチンカー・自動販売機コー ナー・ネットカフェ ・ マンガ喫茶などは、時短営

業要請の対象外のため、協力金の対象となりません。

QS 時短営業ではなく、休業した場合も、協力金の対象となりますか？

AS 時短営業要請の対象となる店舗が、時短営業ではなく休業した場合も、協力金の対象となります。なお、第7弾の時短

営業要請の全期間、休業した場合、県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッ

カー」及び「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず「感染防止対

策取組書」及び「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙等の掲示をお願いします。

Q6 20時（緊急事態宣言解除後は21時）を超えて営業している店舗が、20時（緊急事態宣言解除後は21時）

から5時までの間はテイクアウトやデリバリーのみに切り替えて営業した場合、協力金の対象となりますか？

A6 時短営業要請の対象となる店舗で、20時（緊急事態宣言解除後は21時）から5時までの間、店内営業を

行っていなければ、テイクアウトやデリバリーを行っていても協力金の対象となります。
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